
別添１

令和7年1月　　日

協議会名：能勢町地域公共交通会議

評価対象事業名：地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

能勢町地域公共交通会議 A

令和6年度地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金　事業評価資料一式（案）

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況

令和7年4月から現在運行して
いない町内の公民館や公共施
設等に停留所を設置し、運行エ
リアを能勢町全域とする予定で
す。
今後も、利用状況をモニタリン
グしながら運行内容の改善や
周知等を行いながら利用者増
加に努めます。

計画どおり適切に実施され
た。

今回の申請が初

実証運行中の昨年度より、
1日当たり利用者は約3人増
加（5.4人⇒8.5人）し、利用
者は増加傾向にあるが、過
去の住民アンケート調査結
果等に基づき設定した利用
者数の目標値には到達でき
なかった。一方で財政負担
金額については、国庫補助
金活用により達成できる見
込み。

目標１：1日当たり利用者数
を25人以上とする。
実績：8.5人

目標2：収支率を16.7％とす
る
実績：4.8％

目標3：財政負担金額を
9,079千円とする（半年分
4,540千円）。
実績：4,213千円（R6.４～9
月実績）

能勢町乗合タクシー B

参考資料１



地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

本町は大阪府の最北端に位置し、人口8,951人（令和６年１１月末現在）、東西約15㎞、南北約12㎞、総面積98.75㎢で
あり、町域の約8割は山林である。
　町内の交通環境は、国道173号と国道477号が町内を南北に、主要地方道茨木能勢線等が東西に貫いており、大
阪・京都の主要都市部への所要時間は車で約１時間の圏域となっている。
　また、町内に鉄道はなく、基幹交通として阪急バス㈱が本町西地域と兵庫県川西市間（能勢電鉄山下駅）を、本町東
地域と大阪府豊能町間（能勢電鉄妙見口駅）を運行していた。
　しかしながら、令和5年度末をもって本町東地域と大阪府豊能町間を運行していた路線バス（妙見口能勢線）が廃止
となったことから、令和６年度より本町が代替交通（妙見口のせ号）を運行している。
　上記のように、高齢化率が４割を超える本町において、当該事業の活用により地域交通として位置付ける能勢町乗
合タクシーを確保・維持することは、住民の外出機会の創出や生活交通手段を存続するために必要不可欠である。

別添１－２

事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について

令和７年１月　　日

協議会名： 能勢町地域公共交通会議

評価対象事業名： 地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金
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１. 協議会が目指す地域公共交通の将来像 

公共交通の将来像 

計画の基本方針：いつまでも安心できる暮らしとまちづくりを支える公共交通 

〇計画の目標：①持続可能な公共交通ネットワークの構築 

②公共交通機関の相互による連携強化と利便性の向上 

 ③公共交通をみんなで創り、守り、育てる意識の醸成 

〇目指すべき将来の公共交通ネットワーク 

・町内の拠点間や町内の拠点と町外の鉄道駅間などの移動をスムーズにし、町民の外出

機会を創出するとともに、乗換えの拠点を設けてそこで基幹交通と地域交通を乗り換え

て輸送の効率化を図る公共交通ネットワークの構築を目指す。 

・基幹交通（路線バス）、地域交通（新たな交通システム、タクシー）に機能分類し、

全体的な連携強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共交通ネットワークのイメージ図 

※別添で添付して下さい。 

能勢町地域公共交通会議（ネットワーク全体の評価） 

●能勢町における公共交通の役割分担と位置付け 

近畿様式 
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２. 目標設定及びその達成状況の評価に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画における評価指標と目標値を以下のように設定し、定期的に計画の進捗確認と効

果の検証・評価を行う。 

 

▼目標①持続可能な公共交通ネットワークの構築 

評価指標 現在値（計画策定時） 目標値 

公共交通カバー面積 10.2 ㎢（R2） 18.2 ㎢（R8） 

公共交通への財政負担金額 5,559 万円/年（R2） 4,000 万円/年（R8） 

公共交通事業の収支率 ・路線バス（西能勢線） 

41.6％（R4） 

・妙見口のせ号 

22.1％（R4） 

・能勢町乗合タクシー 

1.7％（R4） 

・路線バス（西能勢線） 

42.6％（R8） 

・妙見口のせ号 

13.4％（R8） 

・能勢町乗合タクシー 

16.7％（R8） 

 

▼目標②公共交通機関の相互による連携強化と利便性の向上 

評価指標 現在値（計画策定時） 目標値 

基幹交通による町外への移

動者数 

227 人/日（R2） 220 人/日（R8） 

地域交通の利用者数 運行していない（R2） 25 人/日（R8） 

 

▼目標③公共交通をみんなで創り、守り、育てる意識の醸成 

評価指標 現在値（計画策定時） 目標値 

公共交通利用促進を図る取

組み実績数 

3 件（R2） 6 件（R8） 

公共交通利用者数 339 人/日（R2） 365 人/日（R8） 
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３. 目標達成に向けた公共交通に関する具体的取組み内容 

（１） 取組経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4 年（2022 年）3 月に能勢町地域公共交通計画を策定し、持続可能な公共交通

ネットワークの構築に向けて、当該計画に基づく事業実施に向け検討を進めている。 

〇能勢町における地域公共交通の課題 

▪人口減少・少子高齢化の進展への対応 

▪将来のニーズを見据えた持続可能かつ安全な公共交通体系の再構築 

▪鉄道駅アクセスを支える広域交通の確保 

▪まちづくりと連携した交通ネットワークの構築 

▪住民・交通事業者・行政の連携・協働による取組の推進 

 

〇取組の主な内容 

▪令和 4年 7月～ ・新たな公共交通システム（乗合タクシー）実証運行開始 

▪令和 6年 4月～ ・乗合タクシー本格運行開始 

         ・路線バス（妙見口能勢線）の代替交通として妙見口のせ号運

行開始 

 

〇主な交通会議の開催状況 

令和 3年 8月 2日（令和 3年度第 2回能勢町地域公共交通会議） 

▪地域公共交通計画の基本方針と目標の設定について 

▪新たな公共交通システム導入検討について 

令和 3年 10 月 5日（令和 3年度第 3回能勢町地域公共交通会議） 

▪地域公共交通計画の策定について 

▪新たな公共交通システム導入検討について 

令和 3年 12 月 21 日（令和 3年度第 4回能勢町地域公共交通会議） 

▪地域公共交通計画（素案）について 

▪新たな公共交通システム導入検討について 

令和 4年 3月 24 日（令和 3年度第 5回能勢町地域公共交通会議） 

▪地域公共交通計画の策定について 

▪新たな公共交通システム導入検討について 

令和 4年 9月 9日（令和 4年度第 2回能勢町地域公共交通会議） 

▪乗合タクシー（実証運行）の運行状況及び停留所の追加などについて 

令和 4年 12 月 2日（令和 4年度第 3回能勢町地域公共交通会議） 

▪乗合タクシー（実証運行）の運行状況及び今後のスケジュール案について 

令和 5年 3月 2日（令和 4年度第 4回能勢町地域公共交通会議） 

▪乗合タクシー（実証運行）の今後のスケジュール案について 
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（２） 目標を達成するために行う事業・実施主体・事業概要等 

 

 

地域公共交通確保維持改善事業 

事業 実施主体 着手・実施期間 種別 事業概要 

地域公共交通調

査事業（計画策

定） 

能勢町地

域公共交

通会議 

令和 3年度 策 能勢町地域公共交通計画の策定 

地域公共交通確

保維持事業 

能勢町地

域公共交

通会議 

令和 6 年度

以降 

フ 能勢町乗合タクシーの運行 

     

【種別】幹：地域間幹線系統、フ：地域内フィーダー系統、策：計画策定事業、推：計画推進事業 

    利策：利便増進計画策定事業、利推：利便増進計画推進事業 

 

その他補助事業 

事業 実施主体 着手・実施期間 事業概要 

該当なし    

    

    

    

 

 

 

補助対象事業 

令和 5年 8月 8日（令和 5年度第 1回能勢町地域公共交通会議） 

▪乗合タクシーの実証運行延長について 

令和 5年 10 月 10 日（令和 5年度第 2回能勢町地域公共交通会議） 

▪乗合タクシーの本格運行について 

令和 5年 11 月 30 日（令和 5年度第 3回能勢町地域公共交通会議） 

▪乗合タクシーの本格運行について 

令和 6年 2月 26 日（令和 5年度第 4回能勢町地域公共交通会議） 

 ▪地域公共交通計画の一部改訂 

令和 6年 6月 25 日（令和 6年度第 1回能勢町地域公共交通会議） 

・地域公共交通計画認定申請 

令和 6年 11 月 28 日（令和 6年度第 2回能勢町地域公共交通会議） 

▪乗合タクシー運行エリアの追加について 
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事業 実施主体 着手・実施期間 事業概要 

交通対策事業（路

線バス運行維持費

補助金） 

能勢町 平成9年以降 本町域におけるバス路線で輸送人

員の減少等により、その運行の維

持が困難となっているものについ

て、これを維持するために補助金

を交付する。 

 

（３） 生産性向上の視点から取り組んだ事業 

※「（２）目標を達成するために行う事業・実施主体・事業概要等」のうち、生産性向

上を目指して取り組んだ事業について、その内容を記入して下さい。 

※上記以外の事業においても、該当する事業・取組等があれば、その内容を記入して

下さい。 

事業 取組内容 効果目標 

該当なし   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非補助事業 
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４. 具体的取組に対する評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇能勢町地域公共交通計画の策定 

・策定に当たっては、多様な関係者が参画する地域公共交通会議で議論し策定した。

また、会議の運営においては、住民や利用者の意見を反映させるため、令和 3 年度

から公募委員 2名を新たに委員に加えた。 

 

〇能勢町乗合タクシー 

・令和 6 年 4 月から本格運行を開始しており、本格運行開始にあわせて、運行エリ

アに東地域を追加した。 

・令和 6 年 4月から 9月までの利用実績は、運行回数 843 回（月平均 141 回）、乗車

人数 1,033 人（月平均 172 人）であり、実証運行時の昨年度と比較すると乗車人数

が増加している（運行回数昨年度比 168％、乗車人数昨年度比 163％）。増加傾向に

あるものの、目標値である 1日当り利用者数 25人に対して、実績値は 8.5 人となっ

ており、目標には到達していない状況であるが、セーフティーネットとしての役割

を果たしている。 

 

〇妙見口のせ号 

・路線バス（妙見口能勢線）の代替交通として、令和 6 年 4 月から運行を開始して

いる。 

・令和 6年 4月から 9月までの利用実績は、乗車人数 2,842 人、1日当たり平均乗車

人数 22.9 人となっている。目標値である 1 日当り利用者数 26 人に対しては、達成

率 88％であり、府立豊中高校能勢分校の生徒等が継続的に乗車している。 
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５. 自己評価から得られた課題と対応方針 

課  題 課題への対応方針 

公共交通の利用促進 

 

 

・利用者である住民の公共交通に対する

意識醸成に努める。 

・町ホームページや広報誌等にて、公共

交通（乗合タクシー、路線バスなど）の

利用促進につながる記事などを掲載す

る 

・町の公共交通担当者が地域の集いの場

などに訪問し、乗合タクシー等の具体的

な利用方法等について説明する。 

公共交通への財政負担金額の増加 

 

 

 

・利用促進を行い、収入増加を図る。 

・各交通モードの役割分担と行い、持続

可能な公共交通体系の構築を目指す。 

乗合タクシーの利用者増加に向けた運行

内容の改善 

 

 

 

・令和 7年 4月から、現在運行していな

い町内の公民館や公共施設等に停留所

を設置し、運行エリアを能勢町全域とす

る予定。 
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１．昨年まで（直近）の二次評価の活用・対応状況 

昨年まで（直近）の二次 
評価における事業評価結果 

事業評価結果の反映状況 
（具体的対応内容） 

今後の対応方針 

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

１．直近の第三者評価の活用・対応状況 

２．アピールポイント、特に工夫した点など 

・本町の公共交通について、現在の運行状況や役割を踏まえ、「基幹交通」と「地域交

通」に機能分類した。各交通モードで役割分担を行いながら、全体的に連携強化を図る

こととしている。 

 ※基幹交通…町内と町外の鉄道駅等を結び、広域的な移動を支える役割を担う（路線

バス西能勢線、妙見口のせ号） 

  地域交通…基幹交通では対応しきれない生活圏内の移動を支え、基幹交通や町内の

拠点へのアクセス手段として、町内移動を支える役割を担う（乗合タク

シー、タクシー） 

 

  

能勢町地域公共交通会議（これまでの経緯） 
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（別添）公共交通のネットワークのイメージ図 

 

 


